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伐採木を無償提供します！！

国土交通省 東北地方整備局 岩手河川国道事務所では、国道４号（岩手町～二戸市）
で伐採した樹木を、地域の皆様に無償で提供します。

○提供場所 ： 一戸町小鳥谷高屋敷地内（国道４号 笹目子トンネル付近）
○提供量 ： １世帯あたり、軽トラック２台分または２ｔトラック１台分相当
○申込期間 ： 平成２８年４月４日(月)から平成２８年４月１５日（金）まで

（定員【２５世帯】に達し次第、受付を終了します）
○引渡期間 ： 平成２８年４月中（日時は事前に調整します）
○申込先 ： 岩手河川国道事務所 二戸国道維持出張所 TEL0195-23-3366

【伐採木の無償提供について】
岩手河川国道事務所では、国道敷地において「倒木等により道路に影響を与える可能性

のある樹木」など、国道を管理するうえで支障のある樹木の伐採を行っておりますが、伐
採を行ううえで樹木の処分経費（運搬・処分）が大きな負担となっております。

このことから、処分経費を削減する目的で、伐採した樹木を地域の方々に無償提供する
取り組みを、今年、試験的に行うことにしました。

今回の取組により、資源の有効活用を図りながら、より効率的な道路管理につなげてい
こうと考えております。

写真-１ 伐採前 写真-２ 伐採後

写真-３ 集積状況 写真-４ 倒木事例

《発表記者会 ： 東北専門記者会、岩手県政記者クラブ》

問 い 合 わ せ 先

国土交通省 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 TEL：019-624-3131

道路管理第一課長 齊藤 正志 （内線431）
さいとう まさ し

伐採対象地区担当出張所 ： 二戸国道維持出張所 TEL：0195-23-3366

二戸国道維持出張所長 河村 明則
かわむら あきのり



別 紙

（１）伐採木の状態及び提供量
主にニセアカシア、桜等の幹を切断済み（直径５㎝～６０㎝程度、長さ５０㎝～２ｍ程

度で不揃い）の状態で、１世帯当たり最大、軽トラック２台分または２ｔトラック１台分
相当を提供します。

（２）応募資格
伐採木を自家消費される方に限定させていただきます。なお、同一世帯からの応募は１

回限りとしてください。
※氏名、住所、電話番号等から重複応募の判定をさせていただく場合もあります。

（３）申込方法等
事前に出張所へ電話した後、二戸国道維持出張所へおこしください。
申込用紙に必要事項を記入していただきます。（印鑑不用）
なお、電話のみのお申し込みは不可とします。

【申込期間】
平成２８年４月４日(月)から平成２８年４月１５日（金）までの、土曜日、日曜日を

除く９時から１６時まで
※定員に達し次第受付終了としますので、ご了承ください。

（４）引渡場所
一戸町小鳥谷字高屋敷地内（国道４号 笹目子トンネル付近）
※引渡場所等詳細につきましては、受付の際に改めてお知らせします。
※当方で積込補助は行いません。

（５）その他、注意事項等
①引渡当日はトラック等への積込に適した服装でおこし願います。
②引渡場所における積込や運搬の際に生じたケガ、事故等については、当方では一切

責任を負いません。
③積込の際、過積載を行ってはいけません。
④申込以降、どの時点でも辞退できます。
⑤やむを得ない事情により伐採木の提供を中止する場合があります。
⑥引き渡し後の伐採木は適切に使用してください。売買行為、不法投棄は厳に慎んで
ください。

【申込先・問い合わせ先】
受付場所：国土交通省 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 二戸国道維持出張所

〒028-6103 岩手県二戸市石切所字荒瀬７２－１
TEL：0195-23-3366
FAX：0195-23-5150

（お問い合わせは、平日の９時から１６時までにお願いします。）
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（応募様式）

平成 年 月 日

国土交通省 東北地方整備局
岩手河川国道事務所
二戸国道維持出張所長

応募者
住 所：

氏 名：
（フリガナ）

平成 年 月 日付けて公募された伐採木の無償提供について、

下記のとおり応募します。

記

１．伐採木の使用目的

２．応募者の連絡先

電話番号（携帯電話可）：

ＦＡＸ：

メール：


